
平成 28年度第３回永田浜ウミガメ保全協議会議事概要 

 

日時・場所 

平成 29年３月 24日 19:00～20:30・永田公民館 

 

議事概要 

 １）前回会議の概要（資料１） 

  前回会議の概要について、事務局から報告。 

  【主な質疑】 

   なし。 

 ２）検討事項 

  ①来年度の観察会実施体制について 

   前回ペンディングとなった平成 29年度の観察会実施体制について、永田ウミガメ連

絡協議会から報告。平成 28年度同様、永田ウミガメ連絡協議会（以下：連絡協議会）

が NPO 法人屋久島うみがめ館（以下：うみがめ館）の協力のもと、観察会を行うこ

とが報告された。 

【主な質疑等】 

■柵は５月１日に間に合うように設置すればよいのか。（環境省） 

→観察会開始の５月１日までに設置できるようにお願いしたい。（連絡協議会） 

→H28年度に流出した支柱については、４月中旬頃に目途がつく予定。（屋久島町） 

  ②来年度の活動内容について 

   事務局から、前回協議会の概要を確認。また、永田浜ウミガメ保全協議会（以下：

保全協議会）の今後の方針について提案。テーマの選定や担当機関などについて協

議され、提案内容を修正しつつおおむね了承。 

  【主な質疑等】 

 ■テーマ⑤にはウミガメと永田集落の関わりのほかに、永田浜におけるウミガメ生態

については含まれているのか。重要な事項であるため、うみがめ館からの協力も得

ながら進めてはどうか。（環境省） 

 →永田集落との関わりを学ぶことと永田浜におけるウミガメの生態を学ぶことは別に

してとらえるべき。テーマ⑤「永田浜のウミガメ」、テーマ⑥「永田集落とウミガメ」

としてはどうか。（永田連絡協議会） 

 →ウミガメの生態についてはうみがめ館の協力が欠かせないのでは。特に、テーマ①・

②・③・⑤に関してはお願いすべき。（連絡協議会） 

 →テーマ⑤に「永田浜のウミガメ」を追加し、提案のあったテーマ①・②・③・⑤の



資料作成や担当については、事務局からうみがめ館にお願いする。また、詳細につ

いては保全協議会での決定を経ずに事務局とうみがめ館で調整する。（環境省） 

 ■テーマ④「ラムサール条約湿地」については、法律関係なども含まれるのか。（環境

省） 

 →このテーマ設定は、法律関係よりも保護とワイズユースの理念を学ぶために設定し

た。海岸法、自然公園法や鹿児島県ウミガメ条例などの法律関係は次年度以降取り

組みたい。テーマ④の担当は環境省が行う。（環境省） 

 ■テーマ⑥「永田集落とウミガメ」については、屋久島町と連絡協議会が協力して行

う。（屋久島町・連絡協議会） 

 ■現場体験については現実的に考えて、調査活動については見学のみ可能で、帰海補

助については保全協議会として対応不可ではないか。卵の移植と遮光林の手入れに

ついては事務局がうみがめ館と調整し、保全協議会で日程調整を行うことでよい。

（連絡協議会・環境省） 

  ③観察会におけるアンケート調査とクレーム内容について 

   うみがめ館から寄せられた意見について、事務局から保全協議会へ情報共有のうえ

対応方針の提案。連絡協議会は観察会参加者の意見を聞くことができる場所をつく

ること、アンケート調査は保全協議会で実施目的を再度精査のうえ、平成 30年度以

降実施の方向で進むことに。 

  【主な質疑等】 

 ■アンケート調査のようにしっかりした調査ではなく、簡単な方法でも現状の改善は

可能なはず。（観光協会） 

 →意見箱をおいたり、WEBサイト上で意見を集約できる場所をつくったりすることで改

善を図りたい。（連絡協議会） 

 →アンケート調査は単に不満を聞くものではなく、保全活動をどうしていくのかなど

大局的なものを判断するための調査とすべきでは。（環境省） 

 ３）会長選出 

   平成 29年度の保全協議会会長について、事務局案として連絡協議会会長を推薦。提

案のとおり了承。 

  【主な質疑】 

■会長は野村区長か、永田区長か、連絡協議会会長か。今年は区長選もあり、区長が

変わる可能性もある。（連絡協議会） 

→保全協議会の構成メンバーである連絡協議会会長にお願いしたい。（環境省） 

４）その他 

  ■やはりうみがめ館に戻ってきてもらうよう働きかけるべき。検討事項が進みにくい



という弊害もある。（連絡協議会） 

  →保全協議会を脱退したときに課せられた条件がある。その課題を解決しなければな

らない。（連絡協議会） 

  →保全協議会という組織の運営には専門家の協力が不可欠であると考えている。これ

から関係機関が意識を変えていくうえで、いい方向に進めばと考えている。（環境省） 

  ■保護柵の管理について徹底したい。（連絡協議会） 

  →所有については、杭：屋久島町、ロープ：うみがめ館、看板：環境省 である。（連

絡協議会・屋久島町・環境省） 

  →杭の保管については、これまでうみがめ館の倉庫に保管していたが、管理体制をし

っかりするということで、連絡協議会の倉庫に保管することとしたい。（連絡協議

会・屋久島町） 


